
最終更新日：令和 5 年 10 月 26 日

第四期特定健康診査等実施計画
岐阜県自動車販売健康保険組合岐阜県自動車販売健康保険組合



　特定健康診査等実施計画　(令和6年度〜令和11年度)
背景・現状・基本的な考え方　【第3期データヘルス計画書　STEP2から自動反映】背景・現状・基本的な考え方　【第3期データヘルス計画書　STEP2から自動反映】
No.1 糖尿病の未受診者が多く、医療費も高い  糖尿病重症化予防対策として、保健指導を実施する
No.2 「新生物」の医療費が高い  がん検診の実施により、早期発見・早期受診が必要である
No.3 後発医薬品の使用率が低い  差額通知書等により、使用割合を上げる
No.4 特定保健指導の実施率が低い  生活習慣の改善の必要性を認識してもらう必要がある
No.5 特定健診の受診率が低い  被扶養者に特定健診受診の必要性を周知する必要がある
No.6 事業主との情報共有とコラボヘルスが必要である  健康保険委員会・健康保険委員幹事会の会議にて実施する

保健事業の実施にあたり、事業主に役割分担を依頼する（健診未実施被保険者へのアプ
ローチ等）

No.7 健康についての相談ができる環境の活用が必要である  電話相談の有効活用
No.8 インフルエンザ予防接種の実施者が少ない  引き続き案内をして実施者を増やす
No.9 若年層を対象にした保健事業が必要である  これまでの事業の見直しと新たな事業にも取り組む必要がある

基本的な考え方（任意）基本的な考え方（任意）
-

特定健診・特定保健指導の事業計画　【第3期データヘルス計画書　STEP3から自動反映】特定健診・特定保健指導の事業計画　【第3期データヘルス計画書　STEP3から自動反映】

11 事業名 特定保健指導特定保健指導 対応する健康課題番号 No.4No.4


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：基準該当者
方法 ・対象者となった被保険者は事業主経由、被扶養者は郵送にて案内文書を

出している。
体制 ・委託先と契約して実施する

事業目標
・実施者の健康改善
評
価
指
標

アウトカム指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
特定保健指導の実施率 30 ％ 30 ％ 30 ％ 30 ％ 30 ％ 30 ％
アウトプット指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
案内文書の配布率 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

実施計画
R6年度 R7年度 R8年度
・健康保険組合連合会岐阜連合会の委託事業者と当健
康保険組合が契約した健診機関で実施する

・健康保険組合連合会岐阜連合会の委託事業者と当健
康保険組合が契約した健診機関で実施する

・健康保険組合連合会岐阜連合会の委託事業者と当健
康保険組合が契約した健診機関で実施する

R9年度 R10年度 R11年度
・健康保険組合連合会岐阜連合会の委託事業者と当健
康保険組合が契約した健診機関で実施する

・健康保険組合連合会岐阜連合会の委託事業者と当健
康保険組合が契約した健診機関で実施する

・健康保険組合連合会岐阜連合会の委託事業者と当健
康保険組合が契約した健診機関で実施する

22 事業名 特定健診（被保険者）特定健診（被保険者） 対応する健康課題番号 No.5No.5


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：被保険者
方法 ・事業主を通じて、被保険者に案内する
体制 ・生活習慣病予防巡回健診、３時間人間ドックに特定健康診査の検査項目

を含めて実施する

事業目標
・特定健診案内の方法等を工夫し、健診受診への関心を高め、特定健診受診率
の向上を目指す
評
価
指
標

アウトカム指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
特定健診の実施率 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％
アウトプット指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
案内率 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

実施計画
R6年度 R7年度 R8年度
・契約している医療機関、健診機関で実施する ・契約している医療機関、健診機関で実施する ・契約している医療機関、健診機関で実施する
R9年度 R10年度 R11年度
・契約している医療機関、健診機関で実施する ・契約している医療機関、健診機関で実施する ・契約している医療機関、健診機関で実施する
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33 事業名 特定健診（被扶養者）特定健診（被扶養者） 対応する健康課題番号 No.5No.5


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：被扶養者
方法 ・案内文書、受診券を郵送している

体制
・生活習慣病予防巡回健診、３時間人間ドックに特定健康診査の検査項目
を含めて実施する
・健康保険組合連合会の集合契約により実施する

事業目標
・健診の利便性を図り、被扶養者の特定健診未受診者を減少させ、健康意識を
向上させる
評
価
指
標

アウトカム指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
特定健診実施率 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％ 60 ％
アウトプット指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
特定健診案内通知送付率 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

実施計画
R6年度 R7年度 R8年度
・契約している医療機関、健診機関で実施する ・契約している医療機関、健診機関で実施する ・契約している医療機関、健診機関で実施する
R9年度 R10年度 R11年度
・契約している医療機関、健診機関で実施する ・契約している医療機関、健診機関で実施する ・契約している医療機関、健診機関で実施する

44 事業名 保険者協議会保険者協議会 対応する健康課題番号 No.5No.5


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：被保険者/被

扶養者

方法
・年２回６月・１２月に１保険者ずつ糖尿病性腎症重症化対策の取り組み
について事例発表をする
・７月を岐阜県の特定健診の周知月間として取り組んでいる
・特定健診のＰＲ用のチラシを共同で作成している

体制
・岐阜県国民健康保険団体連合会、２つの健康保険組合、健保連岐阜連合
会、全国健康保険協会岐阜支部、岐阜県国民健康保険課、５つの自治体、
岐阜県建設国民健康保険組合、３つの共済組合、岐阜県後期高齢者医療広
域連合で構成されている
・岐阜県健康福祉部国民健康保険課が事務局である

事業目標
・特定健診の周知と実施率の向上
・情報の共有化

評
価
指
標

アウトカム指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
・特定健診の周知と保険者間での情報の共有化が目的のため 
(アウトカムは設定されていません)
アウトプット指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
開催回数 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回

実施計画
R6年度 R7年度 R8年度
・年２回（６月・１２月）会議を開催している ・年２回（６月・１２月）会議を開催している ・年２回（６月・１２月）会議を開催している
R9年度 R10年度 R11年度
・年２回（６月・１２月）会議を開催している ・年２回（６月・１２月）会議を開催している ・年２回（６月・１２月）会議を開催している
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達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数
令和6年度令和6年度 令和7年度令和7年度 令和8年度令和8年度 令和9年度令和9年度 令和10年度令和10年度 令和11年度令和11年度

特特
定定
健健
康康
診診
査査
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※11

全体全体 2,420 ∕ 2,700 ＝
89.6 ％

- ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

被保険者被保険者 2,000 ∕ 2,000 ＝
100.0 ％

- ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

被扶養者 被扶養者 ※33 420 ∕ 700 ＝ 60.0 ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
実実
績績
値値
※11

全体全体 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
被保険者被保険者 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
被扶養者 被扶養者 ※33 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

特特
定定
保保
健健
指指
導導
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※22

全体全体 135 ∕ 450 ＝ 30.0 ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
動機付け支援動機付け支援 90 ∕ 300 ＝ 30.0 ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
積極的支援積極的支援 45 ∕ 150 ＝ 30.0 ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

実実
績績
値値
※22

全体全体 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
動機付け支援動機付け支援 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
積極的支援積極的支援 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

※１）特定健康診査の（実施者数）∕（対象者数）
※２）特定保健指導の（実施者数）∕（対象者数）
※３）特定健診の対象となる被扶養者数には、強制被扶養者、任意継続被扶養者、特例退職被扶養者、任意継続被保険者、特例退職被保険者を含めてください。
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目標に対する考え方（任意）目標に対する考え方（任意）
-

特定健康診査等の実施方法（任意）特定健康診査等の実施方法（任意）
-

個人情報の保護個人情報の保護
当健保組合は、岐阜県自動車販売健康保険組合個人情報保護管理規程を遵守する。
当健保組合及び委託された健診・保険指導機関は、業務によって知り得た情報を外部に漏らしてはならない。
当健保組合のデータ管理者は、常務理事とする。また、データの利用者は、当健保組合職員に限る。
外部委託する場合は、データの利用範囲・利用者等を契約書に明記することとする。

特定健康診査等実施計画の公表・周知特定健康診査等実施計画の公表・周知
特定健康診査等実施計画書の周知は、当健保組合のホームページ等に掲載する。

その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）
進捗、達成状況等を年度ごとに管理し、必要に応じて計画の見直しをする。
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